
産業振興基本条例（抜粋） 
第５条（事業者の役割） 
３ 商店街において事業を営む者は、当該商店街の活性化を図るため、商店会への加入等 
により相互に協力するよう努めるものとする。 

４ 商店街において事業を営む者は、商店会が当該商店街の振興に関する事業を行うとき 
は、協力するよう努めるものとする。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「荒川区産業振興基本条例」について 
  

荒荒川川区区産産業業振振興興基基本本条条例例でではは、、区区、、事事業業者者、、区区民民ががそそれれぞぞれれのの役役割割をを果果たたしし、、一一体体ととなな

っってて区区民民生生活活のの向向上上とと活活力力ああるる地地域域社社会会のの実実現現にに取取りり組組むむここととをを定定めめてていいまますす。。  

  

 

 

 

 

 

 

 

商店会活動の促進 
商店会はアーケード・街路灯などの施設整

備や共同セール・イベントの開催など、様々
な活動をしています。 
商店街で事業を営む者が協力して商店会の

活動を活性化させていくことが必要です。 
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商店会の社会的役割 
商店街には、区民の消費生活を支えるのみ

でなく、地域のにぎわいと区民の交流を促進

する地域社会の中核です。 

商店街の活動を継続・発展させ、いきいき

とした地域社会の実現を図ることが求められ

ています。 人 まち 
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（商店会への加入に関するお問合せ）  荒川区商店街連合会  電話 ３８０３－３００３ 

（産業振興基本条例に関するお問合せ）  荒川区産業振興課  電話 ３８０２－４６７４ 


